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１． （趣旨）本賞は、故坪井忠二氏の生前における測地学への業績を記念し、

測地学の分野で特に顕著な業績をあげた若手研究者を奨励することを目

的とするとともに、組織的研究が要求されるという測地学の特性から団体

研究が重要な意義を有することに鑑み、顕著な業績をあげた団体を顕彰す

ることを目的とする。 
２． （授賞の対象）本賞は、原則として、毎年１名の研究者に日本測地学会賞

坪井賞、毎年１団体に日本測地学会賞坪井賞（団体賞）を授与する。 
３． （授賞の方法）授賞は、日本測地学会総会において、受賞者に研究内容を

明記した賞状を与えることによって行う。 
４． （基金）本賞の基金には、故坪井忠二氏の遺族および同氏ゆかりの方々か

らの寄附金を当てる。 
５． （基金の取り扱い）本賞の基金は、日本測地学会の特別会計として取り扱

う。 
６． （受賞者の選考）日本測地学会会員の推薦による受賞候補者のなかから、

坪井賞選考委員会が選考し、受賞者を決定する。 
７． （坪井賞選考委員会）坪井賞選考委員会は、７名の委員によって構成する。

坪井賞選考委員会に、委員の互選により委員長を置く。委員の任期は原則

として２年とし、再任を妨げない。任期満了後の後任は坪井賞選考委員会

が決定する。坪井賞選考委員会は、参考人から意見を聴取できる。 
８． （受賞記念講演）受賞者は、賞を受ける日本測地学会総会または日本測地

学会講演会において記念講演をし、その内容は「測地学会誌」に掲載する。 
９． （その他）この規程に定めるもののほか、本賞の実施に必要な事項は、日

本測地学会評議会が別に定める。 
１０．（規程の施行）この規程は、改正の日から施行する。 
 

（平成 ４年４月 ９日 日本測地学会総会承認） 
   （平成１２年６月２７日 日本測地学会総会にて一部改訂） 

（平成２４年５月２４日 日本測地学会総会にて一部改訂） 
    （令和 ３年６月 ４日 日本測地学会総会にて一部改訂） 


